
正誤表  

 

本書中、次のとおり誤りがありました。お詫びして訂正いたします。 

 

■ 295 ページ上から 20 行目より 24 行目（第 22 条）  

(誤 )   乙が下請代金支払遅延等防止法上の「下請事業者」に該当する

場合、第６条（代金支払方法）は、「納入した目的物の代金を、

毎月末日締めで翌日末日（同日が金融機関の休日である場合は

翌営業日）」を「目的物の代金を納入後 60 日以内に」と、…

…  

 

(正 ) 乙が下請代金支払遅延等防止法上の「下請事業者」に該当する

場合、第６条（代金支払方法）の個別契約に「納入した目的物

の代金を、毎月末日締めで翌月末日（同日が金融機関の休日で

ある場合は翌営業日）」とある場合は「目的物の代金を納入後

60 日以内に」と、……  

（株）学陽書房編集部  
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